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書

評

衣
JIl 

強
著

宋
代
官
僚
一
吐
曾
史
研
究

平

棒I

田

茂

本
書
は
、
長
年
に
わ
た
り
日
本
の
宋
代
史
研
究
の
第
今
一
線
で
活
躍
さ
れ
て

き
た
衣
川
強
氏
の
代
表
作
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
た
論
文
は
、

以
下
の
通
り
。

序
章
官
僚
研
究
序
説

第
一
章
宋
代
宰
相
考
|
|
北
宋
前
期
の
士
大
夫
枇
舎
|
|
一
奮
題
「
宋

代
宰
相
考
|
|
北
宋
前
期
の
場
合
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
四
回
、

一
九
六
六
年
)

第
二
章
宋
代
の
名
族
|
|
河
南
呂
氏
の
場
合
|
|
一
奮
題
「
宋
代
の
名

族
河
南
呂
氏
の
場
ム
円
」
(
『
人
文
論
集
』
九
会
・
二
、
一
九
七
三

年
)

第
三
章
秦
槍
の
講
和
政
策
と
南
宋
初
期
の
宵
界
一
奮
題
「
秦
槍
の
講
和

政
策
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
方
皐
報
』
四
五
、
一
九
七
三
年
)

第
四
章
官
僚
朱
烹
|
|
朱
子
小
惇
|
|
二
信
題
「
朱
子
小
惇
」
(
上
)
・

(
中
)
・
(
下
)
(
『
人
文
論
集
』

九
年
l
一
九
八

O
年
)

第
五
章
「
開
稿
用
兵
」
と
韓
促
由
円
政
権
一
奮
題
「
「
開
棺
出
兵
」
を
め

ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
二
一
六
|
三
、
一
九
七
七
年
)

第
六
章
宋
代
の
俸
給
|
|
制
度
と
生
活
|
|
二
信
題
「
宋
代
の
俸
給
に

つ
い
て
|
↓
〈
巨
官
僚
を
中
心
と
し
て
」
(
『
東
方
挙
報
』
四
一
、
一

九
七

O
年
)
、
な
ら
び
に
「
官
僚
と
俸
給
|
|
宋
代
の
俸
給
に
つ
い

て
績
考
」
(
『
東
方
向
学
報
』
四
二
、
一
九
七
一
年
)

第
七
章
あ
と
が
き

五

九
七

-
二
・
三
・
四
、

本
書
は
序
章
と
第
七
章
を
除
け
ば
、
す
べ
て
し
既
設
表
論
文
(
奮
題
名
参

照
)
を
牧
録
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
お
お
よ
そ
三
O
l
四
O

年
前
に
書
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
嘗
時
の
皐
界
で
高
い
評
債
を
獲
得
し
て
い
る
。

改
め
て
書
評
の
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
敢
え
て
本
書
の
書
評
を
引
き

受
け
た
理
由
は
、
衣
川
氏
の
研
究
成
果
を
再
評
債
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
現

在
の
円
本
の
宋
代
政
治
・
制
度
史
研
究
を
展
望
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
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序
章
「
官
僚
研
究
序
説
」
で
は
、
な
ぜ
筆
者
が
宋
代
官
僚
祉
曾
史
研
究
に

取
り
組
ん
だ
の
か
、
そ
の
経
緯
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
理
出
は
二
つ
に
ま
と

め
ら
れ
る
。
第
一
は
、
西
洋
的
世
界
の
覗
黙
か
ら
捉
え
た
中
国
像
へ
の
批
判

で
あ
り
、
具
程
的
に
は
M
・
ウ
ェ

l
パ
1
の
「
家
産
官
僚
制
」
説
、

K
・マ

ル
ク
ス
の
「
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
」
論
を
批
判
の
狙
上
に
あ
げ
、
西
洋
的
世

界
の
頑
貼
で
は
な
く
、
中
国
自
身
の
立
場
か
ら
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
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必
要
性
が
述
べ
ら
れ
る
。

第
二
に
、
官
僚
と
官
僚
枇
舎
の
研
究
を
進
め
る
理
由
が
説
明
さ
れ
る
。
ま

ず
、
官
僚
と
官
僚
祉
舎
に
関
す
る
史
料
が
比
較
的
皇
官
同
で
あ
る
た
め
史
料
批

判
が
容
易
で
あ
る
。
次
に
、
官
僚
の
活
躍
が
歴
史
祉
合
同
的
に
虞
範
固
で
あ
っ

た
た
め
枇
舎
全
般
に
釘
す
る
影
響
力
が
甚
大
で
あ
り
、
と
り
わ
け
長
期
に
わ

た
っ
て
皇
帝
制
度
の
も
と
で
の
官
僚
層
の
存
在
は
強
大
で
あ
っ
た
。
以
上
を

勘
案
す
れ
ば
、
首
該
研
究
は
中
国
史
理
解
の
た
め
に
は
必
要
不
可
快
な
分
野

で
あ
り
、
と
く
に
所
謂
絶
封
君
主
制
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
中
園
近
世
の
最

初
の
王
朝
で
あ
る
宋
代
に
お
け
る
研
究
は
、
歴
史
的
に
重
大
に
し
て
見
過
ご

す
こ
と
の
で
き
な
い
研
究
謀
題
で
あ
る
と
逮
べ
る
。

第
一
章
「
宋
代
宰
相
考
|
|
北
宋
前
期
の
士
大
夫
枇
舎
|
|
」
で
は
北
宋

前
五
刺
の
宰
相
に
つ
い
て
そ
の
系
譜
と
昇
進
過
程
を
検
討
す
る
。
系
譜
に
つ

い
て
は
、
数
量
的
分
析
を
通
じ
、
六
朝
以
来
の
惇
統
的
な
貴
族
官
僚
集
圏
と

は
別
個
の
新
興
階
層
か
ら
出
白
し
た
も
の
が
主
流
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
、
宰
相
と
な
る
昇
進
過
程
に
は
中
書
省
系
と
枢
密
院

系
の
二
つ
の
系
統
が
存
在
し
、
そ
の
過
程
に
組
み
込
ま
れ
る
た
め
に
は
、
科

奉
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
を
修
め
る
、
も
し
く
は
皇
帝
と
の
個
人
的
関
係
を

形
成
し
、
そ
の
力
を
利
用
し
て
昇
進
過
程
に
乗
り
込
む
方
法
が
あ
っ
た
、
と

遮
べ
る
。

第
二
章
「
宋
代
の
名
族
|
|
河
南
の
呂
氏
の
場
合
|
|
」
で
は
、
呂
蒙

正
・
呂
夷
簡
・
呂
公
著
の
三
代
に
亘
り
宰
相
と
な
っ
た
河
南
の
名
族
、
呂
氏

の
家
系
を
追
究
し
、
《
mu
》
代
の
円
希
哲
の
世
代
に
皐
者
と
な
る
傾
向
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
《
W
M

》
世
代
以
降
に
な
る
と
政
治
の
世
界
で
は
全
く

通
用
し
な
い
家
系
と
な
り
、
さ
ら
に
《
W
M

》
世
代
に
な
る
と
円
租
議
・
呂
租

倹
・
呂
組
泰
と
い
っ
た
著
名
の
学
者
を
輩
出
す
る
と
言
っ
た
、
政
治
家
集
園

か
ら
筆
者
集
圏
へ
韓
属
す
る
呂
氏
一
族
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、

宋
代
の
譲
書
人
あ
る
い
は
士
大
夫
の
枇
舎
に
は
、
明
確
な
匡
分
線
は
設
定
し

が
た
い
け
れ
ど
も
政
治
家
集
閑
と
皐
者
集
閑
の
二
つ
の
枇
舎
的
階
層
が
存
在

し
、
政
治
や
祉
舎
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
強
い
影
響
力
を
輿
え
て
い

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

第
三
章
「
秦
檎
の
講
和
政
策
と
南
宋
初
期
の
官
界
」
で
は
、
宋
金
講
和
の

成
立
の
過
程
と
そ
の
中
で
活
躍
し
た
秦
槍
の
政
治
行
動
を
分
析
す
る
。
さ
ら

に
、
秦
檎
が
推
薦
し
た
人
物
あ
る
い
は
秦
檎
ほ
と
目
さ
れ
た
官
僚
や
政
治
家

の
多
く
が
「
宋
元
皐
案
』
や
『
宋
元
皐
案
補
遺
」
に
名
を
連
ね
、
折
口
撃
者
や

思
想
家
の
分
野
に
属
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
、
第
一
回
日
の
宰
相
就

任
時
に
は
有
名
な
同
学
者
を
登
用
し
世
論
工
作
を
試
み
た
が
失
敗
し
た
た
め
、

第
二
同
目
の
宰
相
就
任
時
に
は
、
害
貝
務
的
な
政
治
家
を
黛
汲
に
組
み
入
れ
、

か
つ
監
察
と
批
判
を
職
務
と
す
る
塞
諌
の
ポ
ス
ト
に
白
汲
の
官
僚
を
用
い
、

講
和
を
賓
現
し
た
と
述
べ
る
。
講
和
娠
、
反
秦
槍
一
燃
の
抗
争
の
背
後
に
、
宋

問
晶
子
あ
る
い
は
這
墜
と
い
っ
た
肇
問
の
影
響
を
受
け
た
学
者
政
治
家
集
閑
と
、

そ
う
で
は
な
い
政
治
家
集
固
と
の
結
令
、
釘
立
が
存
在
し
て
い
た
と
捉
え
、

こ
う
し
た
園
式
に
よ
っ
て
南
宋
政
治
史
を
讃
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
す
る
。

第
四
章
「
官
僚
朱
喜
一
」
で
は
、
「
朱
子
の
先
世
」
、
「
科
挙
合
格
」
、
「
起
家
」
、

「
嗣
官
と
嗣
椋
」
、
「
皇
帝
の
招
き
」
、
「
官
職
の
辞
退
」
、
「
南
康
軍
の
知
事
」
、

「
提
琴
常
平
茶
盤
公
事
と
直
秘
閤
」
、
「
唐
仲
友
批
判
」
、
「
孝
宗
へ
の
奏
上
」
、

「
津
州
の
知
事
」
、
「
濁
州
の
知
事
」
、
「
寧
宗
へ
の
奏
上
」
、
「
罷
兎
」
、
「
傷
皐

の
禁
と
引
退
」
、
「
死
去
」
と
い
っ
た
節
を
立
て
、
大
思
想
家
と
し
て
で
は
な

く
一
人
の
普
通
の
官
僚
と
し
て
の
朱
喜
白
生
涯
を
明
ら
か
に
し
、
向
学
聞
を
隼

重
し
息
子
者
を
優
遇
す
る
と
い
う
朝
廷
の
建
前
と
、
潔
癖
な
人
格
を
有
し
、
批

141 
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判
的
に
見
れ
ば
完
全
主
義
者
の
朱
喜
…
と
の
衝
突
が
、
度
重
な
る
任
命
と
僻
退

の
や
り
と
り
を
生
ん
だ
、
と
述
べ
る
。

第
五
章
「
「
開
稿
用
兵
」
と
韓
佐
胃
政
権
」
で
は
、
韓
佑
胃
の
人
脈
を
手

掛
か
り
に
、
「
慶
元
黛
林
一
市
」
か
ら
「
開
稿
用
兵
」
へ
ど
の
よ
う
に
政
治
が
展

開
し
て
い
っ
た
か
を
分
析
す
る
。
韓
佐
由
円
は
母
が
高
宗
の
皇
后
呉
氏
の
妹
、

妻
が
呉
氏
の
姪
で
あ
り
、
さ
ら
に
寧
宗
の
皇
后
韓
氏
は
韓
佐
胃
の
甥
の
女
と

い
う
よ
う
に
帝
室
と
強
い
姻
戚
関
係
に
基
づ
く
政
権
基
盤
を
持
っ
て
い
た
。

韓
佐
胃
は
こ
の
基
盤
を
手
掛
か
り
に
寧
宗
を
採
り
な
が
ら
権
力
を
撮
大
し
て

い
っ
た
が
、
朱
毒
、
井
寸
這
自
由
干
一
点
に
批
判
を
受
け
る
と
、
遁
撃
を
係
自
学
と
し
て
排

斥
す
る
「
慶
元
俗
学
の
替
市
」
を
施
行
し
、
遁
周
一
子
汲
を
追
放
し
た
。
後
に
世
論

の
批
判
を
受
け
る
と
、
係
息
ナ
の
林
一
市
を
ゆ
る
め
、
金
園
に
戦
争
を
仕
掛
け
る

「
開
稽
用
兵
」
を
試
み
た
が
、
敗
北
を
喫
し
、
史
禰
遠
等
に
暗
殺
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
慶
元
の
黛
禁
を
断
行
し
た
際
に
は
大
勢
の
韓
佐
由
円
汲
の
人
物
を
政

治
の
枢
要
な
ポ
ス
ト
に
配
し
係
閣
宇

(
H
道
的
学
)
を
弾
劾
し
え
た
が
、
「
開
講

用
兵
」
に
失
敗
し
た
の
は
、
政
界
に
お
け
る
開
戦
論
者
は
少
数
で
あ
り
、
さ

ら
に
常
時
の
筆
者
を
中
心
と
し
た
世
論
は
反
釘
も
し
く
は
慎
重
論
で
あ
り
、

南
宋
官
僚
祉
舎
に
お
い
て
韓
佐
胃
が
孤
立
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
、
と
遮
べ

る。
第
六

f

羊
「
官
僚
の
俸
給
|
|
制
度
と
生
活
|
|
」
は
、
文
官
を
中
心
に
し

な
が
ら
俸
給
制
度
の
嬰
遷
、
支
給
額
、
支
給
機
関
、
支
給
に
関
係
す
る
諸
制

度
、
俸
給
の
財
源
、
俸
給
と
岡
家
財
政
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
上
編
と
、
宋

代
の
文
官
に
支
給
さ
れ
た
俸
給
が
、
現
賓
生
活
に
ど
の
程
度
の
債
値
を
有
し

て
い
た
か
を
検
註
し
た
下
編
と
に
分
か
れ
る
。
卜
一
編
で
は
料
銭
、
添
支
増
給
、

職
銭
の
支
給
程
日
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
園
家
財
政
に
お
け
る
官
吏
へ

の
俸
株
支
給
は
さ
ほ
ど
大
き
な
割
合
を
占
め
て
お
ら
ず
、
軍
隊
へ
の
俸
給
や

経
費
が
膨
大
で
あ
り
、
全
健
の
七
割
か
ら
八
割
以
上
を
占
め
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
一
方
、
下
編
で
は
米
債
の
繁
動
と
俸
蔽
と
の
関
係
、
首
時

の
官
僚
の
家
属
集
園
の
規
模
や
消
費
生
活
の
水
準
を
解
明
す
る
。
そ
の
中
で
、

俸
給
額
と
生
活
費
を
比
較
し
た
場
合
、
官
僚
が
純
然
た
る
俸
給
生
活
者
で
は

あ
り
得
ず
、
ま
た
米
慣
が
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
最
大
十
倍
の
債
格
総
長
動

が
あ
り
な
が
ら
俸
給
の
支
給
額
に
は
改
定
が
加
え
ら
な
か
っ
た
た
め
、
官
僚

の
生
活
は
苦
し
さ
を
増
し
、
賄
賂
の
獲
得
に
走
っ
た
り
、
他
方
で
は
他
人
の

名
を
借
り
た
大
土
地
所
有
や
商
業
活
動
へ
向
か
っ
た
、
と
述
べ
る
。

第
七
章
「
結
び
」
で
は
、
宋
代
の
官
僚
、
官
僚
枇
舎
の
構
造
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
概
括
す
る
。
宋
代
に
お
い
て
は
、
官
僚
は
科
奉
と
密
接
に
結
び
つ

き
、
科
奉
の
存
在
が
事
聞
の
修
得
を
目
指
す
士
大
夫
集
圏
を
形
成
し
、
官

僚
・
士
大
夫
と
縛
さ
れ
る
知
識
階
層
が
枇
舎
の
指
導
者
層
と
し
て
君
臨
し
た
。

向
学
問
と
科
奉
が
結
び
つ
い
た
た
め
、
様
々
な
向
学
汲
が
誕
生
し
、
ま
た
政
治
上

で
も
多
種
多
様
な
政
策
や
政
権
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
治
と
皐

問
と
が
不
即
不
離
な
闘
係
と
な
っ
た
た
め
、
政
争
や
向
学
閥
聞
の
競
争
が
連
績

的
に
繰
り
庚
げ
ら
れ
た
。
南
宋
末
、
朱
子
撃
に
凶
家
公
認
の
地
位
が
輿
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
科
奉
の
出
題
が
朱
子
息
了
に
限
定
さ
れ
る
と
、
朱
子

撃
を
皐
ぶ
こ
と
が
必
要
十
分
倹
件
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
士
大
夫
・
官
僚
に

封
し
て
一
種
の
思
想
統
制
が
行
わ
れ
た
と
同
じ
状
況
と
な
り
、
そ
れ
が
最
終

的
に
は
中
岡
壮
舎
の
設
展
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
述
べ
る
。

以
上
、
簡
出
早
な
概
括
を
試
み
た
。
以
下
、
本
書
に
封
す
る
評
債
を
試
み
る

こ
と
と
す
る
。
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中
岡
濁
自
の
官
僚
も
し
く
は
官
僚
批
舎
像
の
追
究
が
不
可
快
で
あ
る
と
述
べ

る
。
こ
の
問
題
提
起
は
本
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
中
図
的
官
僚
制
像
の
問
題
か
ら
絢
れ
て
み
た
い
。

M
-
ウ
エ
|

バ
!
の
提
示
し
た
近
代
官
僚
制
、
家
産
官
僚
制
は
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。

ウ
ェ

l
バ
ー
に
よ
れ
ば
近
代
官
僚
制
と
は
、
組
織
に
必
要
な
活
動
が

合
理
的
に
分
業
化
さ
れ
、
法
規
の
定
め
る
権
限
に
よ
っ
て
そ
れ
を
執
行

す
る
力
が
奥
え
ら
れ
る
こ
と
、
階
統
制
(
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
)
と
呼
ば
れ

る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
構
成
が
と
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
上
命
下
服
の
関
係
が

隈
系
化
さ
れ
る
こ
と
、
専
門
の
原
則
が
支
配
し
、
職
員
の
採
用
は
専
門

能
力
の
有
無
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
世
襲
や
情
賓
に
よ
る
採
用
が
排
除

さ
れ
る
と
と
も
に
、
い
っ
た
ん
採
用
さ
れ
た
職
員
は
そ
の
地
位
が
保
障

さ
れ
、
昇
進
制
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
職
務
の
執
行
に
あ
た
り

職
員
に
は
私
情
を
抑
え
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
、
不
公
平
な
取
り
扱

い
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
の
合
理
性
を
持
っ
た
組
織
で
あ
る
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
家
主
性
制
的
行
政
と
は
も
と
も
と
領
主
の
純

個
人
的
な
家
計
需
要
を
充
足
す
る
た
め
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
管
理
シ
ス

テ
ム
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
近
代
国
家
に
特
徴
的
な
公
的
領
域
と
私
的
領

域
と
の
匝
別
が
な
い
、
そ
の
捨
い
手
た
る
家
産
制
的
官
吏
の
地
位
は
、

基
本
的
に
、
領
主
の
恋
意
と
恩
寵
に
依
存
し
て
お
り
、
彼
ら
に
要
求
さ

れ
る
忠
誠
は
、
官
僚
制
的
官
吏
に
お
け
る
よ
う
な
非
人
格
的
職
務
忠
賓

で
は
な
く
、
領
主
個
人
に
封
す
る
卜
僕
と
し
て
の
忠
誠
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
他
方
、
領
民
に
釘
す
る
官
吏
の

関
係
の
う
ち
に
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
客
観

的
な
法
に
基
づ
く
官
僚
制
的
行
政
と
は
封
峡
的
に
、
提
訴
者
の
〈
人
の

い
か
ん
〉
に
よ
り
、
そ
の
つ
ど
、
個
人
的
な
恋
意
と
恩
寵
に
し
た
が
っ

て
決
定
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
試
験
任
用
と
業
績
の
詮
明
に

よ
る
昇
進
の
方
法
を
採
り
入
れ
、
怒
意
と
恩
寵
の
離
脱
を
固
っ
た
中
園

の
官
吏
制
度
も
、
専
門
の
原
理
に
基
づ
く
権
限
の
分
割
を
飲
い
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
結
局
、
家
産
制
的
官
吏
の
枠
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
ウ
ェ

l
パ
l
は
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
伊
藤
大
一
『
平
凡
耐

大
百
科
事
典
』
「
官
僚
制
」
、
一
九
八
四
年
)

会
方
、
衣
川
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

中
岡
近
世
以
降
の
濁
裁
君
主
健
制
の
も
と
で
の
官
僚
は
、
殆
ど
が
科

拳
に
合
格
し
た
所
謂
「
科
翠
官
僚
」
で
あ
り
、
優
れ
て
宮
崎
範
固
な
知
性

と
知
識
を
備
え
た
官
僚
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
官
僚
た
ち
の
採
用
と
任

克
、
俸
給
と
昇
進
、
専
門
能
力
と
分
業
、
公
文
書
整
理
能
力
、
職
階
制

に
よ
る
上
下
関
係
、
公
私
の
匿
別
な
ど
、
「
近
代
的
」
な
合
理
的
官
僚

制
の
基
本
原
理
で
あ
る
と
ウ
エ
|
パ
ー
が
指
摘
し
た
項
目
は
、
)
家
産
官

僚
制
と
稽
せ
ら
れ
近
代
性
を
紋
い
て
遅
れ
て
い
る
は
ず
の
中
園
で
は
、

す
べ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
中
園
の
近
世
以
前
に
お
い

て
も
、
例
え
ば
官
僚
や
官
僚
制
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
か
つ
て
西
洋

世
界
で
判
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
能
率
的
や
合
理
的
な
組
織
や
枇
曾
的
存

在
に
逆
行
す
る
状
態
に
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
部
分
が
医
倒
的
に

多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
郷
奉
里
選
か
ら
九
品
官
人
法
へ
、
さ
ら
に

科
挙
へ
笈
展
し
て
い
っ
た
官
僚
の
任
用
制
度
一
つ
取
り
上
げ
て
も
、
濁

断
的
に
家
産
官
僚
制
と
決
め
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
刺
廷
の
一
一
一

省
六
部
の
制
度
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
に
合
理
性
と
能
率
的
な
側
面
を
強

く
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
本
書
五
頁
)

0
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評
者
が
衣
川
氏
の
文
章
に
引
い
た
傍
線
部
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「
{
水
産
官
僚
制
」
説
を
批
判
す
る
場
合
に
は
、
中
園
に
は
ウ
ェ

1
バ
ー

の
言
、
つ
近
代
官
僚
制
の
特
徴
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
観
黙
か
ら
の

批
判
、
も
し
く
は
中
園
の
官
僚
制
内
に
は
西
洋
と
は
異
な
る
濁
自
の
合
理
性

や
能
率
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
観
貼
か
ら
の
批
判
に
基
く
こ
と
が
多
い
。

も
し
こ
の
二
つ
の
観
貼
を
大
謄
に
整
理
す
れ
ば
、
前
者
は
現
代
も
し
く
は
近

代
を
基
貼
と
し
て
過
去
の
官
僚
制
を
捉
え
て
い
く
方
向
、
後
者
は
惇
統
壮
曾

そ
の
も
の
の
原
理
か
ら
蛍
該
問
題
を
考
え
て
い
く
方
向
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
衣
川
氏
は
後
者
の
立
場
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
、
前
者
の

観
黙
に
も
立
ち
つ
つ
、
惇
統
中
園
の
官
僚
制
に
は
「
専
門
の
原
理
に
基
づ
く

権
限
の
分
割
を
放
い
て
い
た
」
と
す
る

M
・
ウ
ェ

l
バ
l
の
論
鮪
を
否
定
し

て
い
る
。

前
者
の
観
黙
、
す
な
わ
ち
近
代
合
理
的
官
僚
制
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
官

僚
制
の
特
質
を
追
究
し
て
い
く
場
合
、
し
ば
し
ば
制
度
史
研
究
の
手
法
が
取

ら
れ
る
。
日
本
の
宋
代
官
僚
制
度
研
究
は
、
宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説

|
|
宋
史
職
官
志
を
い
か
に
謹
む
べ
き
か
|
|
」
(
『
宋
史
職
宵
志
索
引
』
同

朋
舎
、
一
九
六
三
年
)
に
制
度
史
研
究
の
方
向
性
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ

う
に
、
宋
代
の
官
僚
制
度
を
解
明
す
る
作
業
と
し
て
、
職
官
志
や
選
血
主
心
を

知
何
に
讃
む
か
と
い
う
作
業
に
多
大
な
年
月
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
例
え
ば
、

佐
伯
富
氏
に
よ
る
『
宋
史
職
官
志
索
引
』
、
『
宋
史
選
翠
志
索
引
』
(
同
朋
合
、

一
九
八
二
年
)
と
い
う
二
つ
の
索
引
作
成
や
、
中
嶋
敏
氏
を
中
心
と
し
た

『
宋
史
選
翠
志
詳
注
』
(
一

)
1
(
三
)
(
東
洋
文
庫
、
ム
九
九
二
・
ム
九
九

六
・
二

0
0
0年
)
の
謬
注
事
業
、
あ
る
い
は
荒
木
敏
ム
『
宋
代
科
奉
制
度

研
究
」
(
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六
九
年
)
、
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研

究
』
(
同
朋
舎
、
一
九
八
五
年
)
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
制
度
史
研

究
の
一
群
の
成
果
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
衣
川
氏
の
第
六
章

の
官
僚
の
俸
給
の
研
究
も
そ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
『
職
官
志
』
の
解
析
作
業
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

止
富
然
な
が
ら
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
『
志
』
を
手
掛
か
り
と
し
た
制
度
史
的

分
析
は
官
僚
制
度
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
上
で
は
有
殺
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
後
者
の
惇
統
中
圏
一
吐
舎
濁
自
の
官
僚
制
の
合
理
性
や
能
率
性

を
追
究
す
る
方
向
に
は
必
ず
し
も
適
合
し
な
い
。
例
え
ば
、
前
掲
『
平
凡
献

大
百
科
事
典
』
「
官
僚
制
」
「
中
園
の
官
僚
制
」
を
捨
常
し
た
梅
原
郁
氏
は
、

中
園
に
は
す
で
に
M
・
ウ
ェ

l
パ
l
の
言
、
っ
「
合
理
的
近
代
官
僚
制
」
の
諸

特
徴
が
す
べ
て
見
い
だ
せ
る
と
述
べ
た
上
、
「
宇
宙
の
主
宰
者
一
大
の
代
行
者

と
し
て
の
天
子
日
皇
帝
」
、
「
王
朝
交
代
時
の
革
命
(
天
命
を
革
め
る
)
の
原

理
」
、
「
『
周
檀
」
『
六
曲
ハ
』
に
基
づ
く
官
僚
制
原
理
」
、
「
人
格
者
、
教
養
者
と

し
て
の
官
僚
」
、
「
ギ
ル
ド
、
徒
弟
制
的
原
理
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
役
所
の
賓

際
の
業
務
を
携
嘗
し
た
膏
吏
の
存
在
」
な
ど
の
中
閥
的
特
質
を
列
奉
す
る
。

梅
原
氏
が
列
奉
し
た
項
目
は
、
例
え
ば
青
吏
の
賓
態
が
『
志
」
の
分
析
か
ら

は
浮
か
び
上
が
ら
な
い
よ
う
に
、
官
僚
制
の
根
底
を
支
え
た
も
の
に
つ
い
て

は
別
途
、
思
想
史
、
文
化
史
、
あ
る
い
は
枇
曾
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要

と
な
る
。

本
著
の
衣
川
氏
は
明
ら
か
に
後
者
の
方
向
を
意
識
し
て
お
り
、
間
早
な
る

『
職
官
志
』
の
解
析
に
腎
ま
ら
ず
、
官
僚
の
俸
給
が
官
僚
生
活
に
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
た
の
か
、
枇
舎
史
的
方
向
に
日
が
向
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
ム
節
が
あ
る
。

北
宋
時
代
で
は
、
官
僚
の
二
家
の
食
費
は
二
十
人
家
属
で
九
貫
六
百

文
か
ら
十
貫
二
百
文
、
三
十
人
家
属
の
場
合
は
十
四
貫
四
百
文
か
ら
十

王
貫
三
百
文
に
な
る
。
王
安
石
が
「
内
外
数
十
口
」
の
家
属
が
自
分
の
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俸
給
に
依
存
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
築
書

准
南
判
官
か
ら
知
鄭
牒
に
な
っ
た
頃
、
す
な
わ
ち
仁
宗
の
慶
暦
年
間
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
知
鄭
際
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
王
安

石
の
俸
給
は
二
十
貫
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
に
寄
禄
官
に
封
す
る
俸
給
が

加
算
さ
れ
る
か
ら
、
机
上
の
計
算
で
は
、
最
高
で
三
十
貰
の
牧
入
が
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
い
ま
仮
に
「
内
外
数
十
口
」
を
割
引
き
し
て
一
一
一

十
人
と
仮
定
す
れ
ば
、
王
安
石
の
家
属
が
必
要
と
す
る
食
費
は
、
先
程

計
算
し
た
最
高
収
入
額
の
凡
そ
五
割
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ

ば
、
名
誉
は
有
っ
て
も
賓
質
的
利
盆
の
少
な
い
中
央
の
官
職
よ
り
も
、

少
し
で
も
賓
入
り
の
多
い
地
方
官
に
就
い
て
い
た
い
と
一
言
い
出
し
て
、

王
安
石
が
書
簡
の
中
で
波
き
言
を
言
、
つ
の
も
仕
方
の
無
い
話
で
あ
る
。

(
四
四
一
頁
)

こ
こ
で
は
、
な
ぜ
王
安
石
が
中
火
の
官
僚
ポ
ス
ト
を
辞
退
し
て
地
方
官
に
固

執
し
た
か
と
い
う
問
題
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
首
時
の
平
均
的
な
官
僚
の
家

属
数
、
食
料
費
、
生
活
水
準
な
ど
を
も
と
に
、
中
央
官
僚
よ
り
地
方
官
僚
の

賓
入
り
が
よ
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
嘗
時
の
俸
給
が
官
僚
の
一
般
的
な
生
活
費

(
一
月
百
貫
)
に
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
事
賓
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

官
僚
が
大
土
地
経
替
や
商
業
行
潟
に
遁
准
し
、
あ
る
い
は
賄
賂
の
獲
得
に

奔
走
す
る
姿
に
つ
い
て
は
先
皐
に
よ
っ
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
根
底
に
常
時
の
官
僚
の
俸
給
の
低
さ
が
あ
り
、
か
つ
彼
ら
に
寄
生

す
る
多
く
の
家
属
や
、
庶
民
と
は
一
線
を
書
一
す
る
生
活
水
準
が
あ
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
具
健
的
に
数
字
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

(
5
)
 

て
官
僚
の
生
活
の
賓
態
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
宋
代
の
官
僚
は
基
本
的
に
科
挙
官
僚
で
あ
り
、
多
様
な
準
問
、
政

治
的
意
見
が
許
容
さ
れ
た
結
果
、
息
子
者
官
僚
集
固
と
政
治
家
集
園
が
叢
生
し
、

こ
の
二
つ
の
集
閣
を
も
と
に
抗
争
が
繰
り
度
、
け
ら
れ
た
と
述
べ
、
さ
ら
に
そ

の
考
え
に
も
と
づ
い
て
南
宋
期
の
政
治
史
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て

内
藤
湖
南
氏
は
「
支
那
近
世
史
』
(
弘
文
堂
、
一
九
四
七
年
)
第
一
章
「
近

世
史
の
意
義
」
の
「
朋
黛
の
性
質
の
繁
化
」
の
項
目
で
、
「
唐
の
朋
黛
は
間
十

に
権
力
の
争
い
を
専
ら
と
す
る
貴
族
中
心
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
宋
代
に
な

っ
て
は
、
政
治
上
の
主
義
又
は
皐
問
上
の
山
身
関
係
か
ら
朋
黛
が
結
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
政
権
が
貴
族
の
手
を
離
れ
て
か
ら
、
婚
姻
や
親
戚

関
係
か
ら
来
る
黛
汲
が
漸
次
衰
え
て
、
政
治
上
の
意
見
も
し
く
は
利
害
の
合

致
か
ら
黛
採
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
衣

川
氏
の
政
治
史
分
析
は
ま
さ
に
こ
の
「
政
治
上
の
主
義
」
、
「
率
向
上
の
山
中
身

関
係
」
を
鍵
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、

そ
の
分
析
は
多
く
の
史
料
を
徹
底
的
に
調
査
し
た
数
量
的
な
形
で
な
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
第
一
章
に
お
け
る
宰
相
就
任
者
の
徹
底
的
な
惇
記
史
料
の
調
査
、

整
理
に
基
づ
く
山
身
や
昇
進
過
程
の
解
析
、
あ
る
い
は
第
三
章
、
第
五
章
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
秦
槍
、
韓
佐
由
同
の
政
治
勢
力
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

「
古
室
諌
表
」
の
作
成
や
、
『
宋
元
学
案
』
・
『
宋
元
同
学
案
補
遺
』
を
利
用
し
た

筆
者
官
僚
集
園
の
析
出
と
い
っ
た
作
業
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作

業
を
通
じ
て
、
宋
代
官
僚
が
あ
く
ま
で
も
「
科
奉
官
僚
」
で
あ
り
、
そ
し
て

科
奉
と
皐
間
と
の
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
、
宋
代
に
お
け
る
皐
聞
と
政
治

と
の
不
即
不
離
の
賓
態
を
描
出
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
官
僚
・
士
大
夫
の
再
生
産
の
問
題
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
研
究
が

行
わ
れ
て
い
る
。
第
二
章
の
河
南
の
口
口
氏
を
め
ぐ
る
研
究
を
通
じ
て
、
北
宋

か
ら
南
宋
に
か
け
て
政
治
家
集
圏
か
ら
事
者
集
圏
へ
轄
属
し
て
い
っ
た
一
族

の
姿
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
一
つ
の
ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し

て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
科
奉
受
験
生
の
増
加
や
「
員
多
閥
少
」
(
官
僚
の
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増
加
と
官
僚
ポ
ス
ト
の
相
針
的
減
少
)
に
よ
っ
て
多
く
の
士
大
夫
が
官
僚
就

任
を
断
念
し
、
問
晶
子
閉
そ
の
他
の
遁
を
模
索
し
て
い
っ
た
こ
と
を
描
く
意
固
が

込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
士
大
夫
の
再
生
産
の
問
題
に
つ
い
て

は
H
本
で
は
清
水
茂
、
青
山
定
雄
、
伊
原
弘
氏
等
に
よ
る
婚
姻
の
研
究
が
多

く
の
成
果
を
牧
め
て
き
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
一
九
八

0
年
代

を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、

R
・ハ

l
ト
ウ
エ
ル
、

p
・
ハ
イ
ム
ズ
、

B
-
ボ

ス
ラ
l
氏
ら
の
精
力
的
な
研
究
が
行
わ
れ
、
北
宋
の
士
大
夫
が
中
央
政
治
志

向
を
有
し
、
全
閥
的
な
婚
姻
を
行
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
釘
し
、
南
宋
時
代

に
な
る
と
地
域
申
立
石
型
と
な
り
、
婚
姻
範
園
も
同
じ
地
域
内
の
有
力
者
と
の

婚
姻
が
盛
ん
と
な
り
、
地
域
枇
舎
で
の
公
共
事
業
や
枇
合
一
拍
祉
事
業
な
ど
に

力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
カ
ル
化
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
が

登
場
す
る
。
河
南
の
呂
史
研
究
も
そ
う
し
た
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
行
わ

れ
た
士
大
夫
再
生
崖
戦
略
の
縛
換
の
流
れ
に
位
置
づ
け
て
み
土
場
合
、
先
駆

的
な
意
味
合
い
を
持
つ
研
究
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
第
六
章
の
官
僚
の
俸
給
の
分
析
に
お
い
て
、
図
家
財
政
に
お
け
る

官
吏
の
俸
給
へ
の
支
山
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
軍
隊
へ
の
俸
給
や
経
費
が

膨
大
で
あ
り
、
全
慢
の
七
割
か
ら
八
割
以
上
を
占
め
て
い
た
と
す
る
指
摘
は

重
要
で
あ
る
。
つ
と
に
宮
崎
市
定
氏
は
唐
宋
愛
革
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
、

巨
大
な
軍
隊
を
養
う
た
め
に
専
買
収
盆
や
商
税
牧
入
に
大
き
く
依
存
す
る

「
財
政
園
家
」
へ
の
轄
換
を
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
後
に
、
梅
原
郁
氏
が

「
宋
代
の
内
裁
と
左
戴
|
|
君
主
調
裁
制
の
財
庫
」
(
「
東
方
向
学
報
』
四
二
、

一
九
七
一
年
)
に
お
い
て
、
岡
家
財
政
と
帝
室
財
政
の
二
元
財
政
の
仕
組
み

が
現
代
の
財
政
の
仕
組
み
に
お
け
る
一
般
財
政
(
毎
年
の
官
僚
や
兵
士
へ
の

俸
給
な
ど
の
支
出
)
と
特
別
財
政
(
祭
記
、
災
害
、
戦
争
な
ど
臨
時
費
用
へ

支
出
)
の
仕
組
み
に
相
官
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
宮
淳
知
之
氏

が
「
北
宋
の
財
政
と
貨
幣
経
済
」
(
『
中
園
専
制
凶
家
と
枇
舎
統
合
|
|
中
園

史
像
の
再
構
成
H
|
|
』
文
理
関
、
一
九
九

O
年
)
に
お
い
て
、
園
家
財
政

は
歳
入
の
殆
ど
を
軍
費
に
抜
出
す
る
「
軍
事
財
政
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
要
す
る
に
軍
事
財
政
図
家
と
し
て
の
特
質
が
、
つ
と
に
衣

川
氏
の
俸
給
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ν 

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
六

0
年
代
、
一
九
七

0
年
代
を
基
黙
と
し
て
衣
川

氏
の
研
究
を
位
置
づ
け
て
見
た
場
合
、
総
じ
て
先
見
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
改
め
て
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
二
今
世
紀
の
現
段
階
に
お
い
て
、
も
う

今
度
宋
代
官
僚
な
ら
び
に
官
僚
批
舎
の
問
題
を
問
い
直
す
際
に
は
、
本
書
に

は
も
の
足
ら
な
い
馴
が
多
々
見
え
て
く
る
。
以
下
、
私
見
を
述
べ
て
い
く
。

第
一
に
政
治
集
圏
分
析
の
問
題
が
あ
る
。
政
治
集
圏
を
如
何
に
分
析
す
る

か
と
い
う
命
題
は
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
研
究
蓄
積
が
な
さ
れ

て
き
て
い
る
。

一
計
者
は
か
つ
て
「
宋
代
の
朋
黛
形
成
の
契
機
に
つ
い
て
」
(
『
宋
代
枇
舎
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
)
と
い
う
論
文
を
著
し
、
次
の

よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
。
朋
黛
と
は
、
現
代
の
組
織
的
な
政
童
…
と
は
一
線
を

重
し
、
む
し
ろ
パ
ト
ロ
ン
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
的
二
者
間
関
係
を
基
軸
と
す
る

汲
閥
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
集
園
性
は
き
わ
め
て
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
朋
黛
は
士
大
夫
の
日
常
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
世
界
を
基
盤
と
し
、

政
争
や
出
世
競
争
と
い
う
契
機
を
経
て
、
集
圏
性
を
帯
び
た
朋
黛
と
い
う
も

の
が
表
に
現
れ
て
く
る
。
そ
の
具
健
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

首
時
の
科
奉
官
僚
制
を
中
核
と
し
た
政
治
世
界
に
生
き
た
上
大
夫

は
、
出
世
の
不
可
飲
要
件
と
な
る
薦
奉
(
宋
代
に
行
わ
れ
た
連
帯
保
詮
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を
件
、
つ
推
薦
制
度
)
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
自
己
を
と
り
ま
く
地
縁
、

血
縁
、
向
学
縁
、
業
縁
と
い
っ
た
諸
関
係
を
主
躍
的
に
選
捧
し
、
ま
た
そ

の
諸
閥
係
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
閥
係
は
、
政

争
あ
る
い
は
出
世
競
争
に
お
い
て
朋
黛
と
い
う
政
治
的
人
的
結
合
へ
設

展
し
て
行
く
可
能
性
を
絶
え
ず
秘
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
(
拙
稿
三
九

頁
)

0

要
す
る
に
、
衣
川
氏
の
著
書
で
は
撃
者
官
僚
集
圏
と
政
治
集
圏
の
二
つ
の

集
圏
が
政
争
を
繰
り
出
回
げ
る
と
い
う
形
で
宋
代
政
治
史
を
説
明
さ
れ
た
。
勿

論
、
宋
代
に
お
い
て
は
内
藤
湖
南
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
朋

童
…
の
性
格
と
し
て
亭
問
や
政
治
的
見
解
と
い
っ
た
要
素
は
他
の
時
代
に
比
べ

て
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
+
息
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
寧
ろ
、
私
見
に
よ
れ

ば
息
子
者
官
僚
集
圏
と
命
名
さ
れ
た
も
の
も
士
大
夫
の
日
常
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
世
界
の
一
面
を
表
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

賓
際
に
個
別
の
朋
黛
分
析
を
試
み
る
と
、
通
説
と
は
異
な
る
像
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
本
書
四
六

O
頁
に
「
こ
の
王
氏
新
撃
に
封
抗
す

る
形
で
、
奮
法
黛
に
関
係
す
る
人
物
た
ち
の
中
で
三
つ
の
学
問
の
流
汲
が
形

成
さ
れ
て
き
た
。
三
つ
の
流
汲
は
そ
れ
ぞ
れ
洛
曲
晶
子
・
局
島
了
朔
墜
と
稽
せ
ら

れ
る
o

洛
撃
の
指
導
的
人
物
は
程
氏
兄
弟
の
弟
に
蛍
る
程
顕
で
あ
り
、
局
内
学

の
そ
れ
は
蘇
献
で
あ
り
、
朔
向
島
干
の
そ
れ
は
劉
撃
で
あ
っ
た
。
三
島
で
ほ
は
間
半
聞

の
内
容
や
傾
向
に
差
異
が
あ
っ
て
、
三
向
学
仮
に
大
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
準
採
が
そ
の
ま
ま
政
治
上
の
姿
勢
の
差
異
と
な
っ
た
」
と
述
べ

る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
朔
黛
に
つ
い
て
は
拙
論
「
宋
代
の
言
路

官
に
つ
い
て
」
(
「
史
皐
雑
誌
」
一

O
一
|
六
、
一
九
九
二
)
及
び
「
劉
撃

『
忠
君
集
』
墓
誌
銘
か
ら
見
た
元
祐
黛
人
の
関
係
」
(
『
宋
明
宗
族
の
研

究
』
汲
古
書
院
、
二

O
O
五
年
)
で
詳
し
く
検
討
を
試
み
た
が
、
朔
息
子
と
い

っ
た
賓
態
は
存
在
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
事
問
的
に
は
二
程
子
も
し
く
は
司
馬
光

の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
奮
法
黛
の
中
心
と
し
て
新
法
廃
止
、
新
法
盆
…

排
斥
の
中
核
と
な
っ
た
朔
黛
の
領
袖
劉
撃
、
王
巌
史
、
梁
烹
の
三
者
の
間
に

は
地
縁
、
姻
戚
、
業
縁
(
「
言
路
」
の
官
を
共
に
し
た
関
係
)
の
関
係
を
基

軸
と
し
た
濃
密
な
関
係
が
存
在
し
て
い
た
が
、
も
う
一
人
の
中
心
人
物
劉
安

世
と
は
業
縁
関
係
は
み
ら
れ
る
も
の
の
さ
ほ
ど
強
い
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
、
同
様
な
政
策
を
主
張
し
て
い
た
彼
ら
の
集
閤
は
蛍
時
の
史
料
に

よ
れ
ば
「
朔
黛
」
で
は
な
く
「
劉
撃
黛
」
と
一
一
百
う
形
で
排
斥
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
「
劉
撃
黛
」
は
劉
塾
、
王
巌
史
、
梁
素
、
劉
安
世
等
の
ゆ
る
や
か
な
日

常
的
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
と
に
政
争
と
い
う
契
機
を
経
て
政
策
上
、
同
一
見

解
を
有
し
た
た
め
同
じ
集
固
と
し
て
括
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
、
局
黛
、
洛
黛
に
つ
い
て
も
局
内
晶
子
、
洛
撃
を
廿
揖
調
と
し
た
撃
者
政

治
集
固
と
し
て
み
る
の
は
少
し
無
理
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
朋
黛
は
構
成
員

が
明
確
で
は
な
く
、
か
つ
組
織
性
を
快
い
た
ゆ
る
や
か
な
紐
帯
で
あ
る
と
い

う
特
徴
か
ら
し
て
、
今

H
の
政
黛
と
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

政
治
集
圏
分
析
の
際
に
は
、
内
藤
湖
南
的
な
「
家
柄
」
、
「
婚
姻
」
、
「
墜
問
」

と
い
っ
た
個
々
の
資
質
・
能
力
を
重
秘
す
る
属
性
主
義
的
な
分
析
で
は
な
く
、

行
潟
を
決
定
す
る
の
は
行
骨
局
者
を
取
り
囲
む
関
係
構
造
だ
と
捉
え
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
論
的
分
析
が
有
数
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
二
に
個
別
の
政
治
人
脈
を
探
る
際
に
は
、
宋
代
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
充

分
把
握
し
た
上
で
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
宰
相
へ
の
昇

進
過
程
に
中
主
日
系
と
橿
需
院
系
が
あ
り
、
こ
れ
が
政
争
釘
立
の
一
因
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
宰
相
へ
の
昇
進
過
程
に
お
い
て
三
司

系
の
ル
l
ト
、
な
ら
び
に
太
宗
の
皇
太
子
時
代
の
部
下
(
い
わ
ゆ
る
議
邸
の

奮
臣
)
と
い
っ
た
皇
帝
と
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
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摘
さ
れ
て
い
た
。
北
宋
前
小
期
を
考
え
る
場
合
、
三
司
系
ル

l
ト
や
藩
邸
の

奮
臣
は
昇
進
過
程
に
大
き
な
玄
味
を
持
つ
と
共
に
、
政
治
闘
争
と
も
深
く
関

わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
問
。
ず
の
三
回
日

zo--zEEロ
2
己
目
胃
1
5
p
a

m
B
E
ぇ
5
ロ
田
山
口
門
ご
宮
内
OH自
己
伊
丹

5
ロ
C
H
2
0ロ
0
5
5
]
u
o
E
3
1
5
H
4
2
F
O
B

(
リ

}
H
H
E
w
w
M
1
b町
内

HORヨ
ミ
ミ
ヘ
E
s
h
Nど
に
N
E
u
ω
C
N
a
5
2
に
お
い
て
は
三
司
、

植
需
院
系
官
僚
の
経
歴
や
経
済
政
策
が
論
じ
ら
れ
、
板
橋
員
一
「
北
宋
前
期

の
資
格
論
と
財
政
官
僚
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
O
二
、
一
九
九
一
年
)
で

は
三
司
系
官
僚
を
基
盤
と
し
た
丁
謂
集
圏
と
冠
準
等
の
封
立
の
問
題
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
太
宗
の
藩
邸
の
奮
臣
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が

着
目
し
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
例
え
ば
近
年
で
は
見
城
光
威
「
宋
太
宗
政
権

考
(
上
)
唐
宋
愛
革
期
政
治
史
研
究
の
一
つ
の
試
み
」
(
『
東
北
大
挙
文
学
研

究
科
研
究
年
報
』
五
五
、
二
O
O
五
年
)
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
要
す
る

に
、
こ
れ
ら
の
政
治
人
脈
は
嘗
該
期
の
政
治
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
政
治
の
手

法
と
深
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
衣
川
氏
の
指
摘
は
宋
代
史
全
岨
胞
の
中

で
改
め
て
位
置
づ
け
直
す
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
第
三
章
で
は
監
察
、
批
判
を
職
務
と
し
た
蓋
諌
の
就
任
者
が
詳
細

に
検
討
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
秦
檎
の
政
治
人
脈
を
分
析
す
る
一
手
段
と
さ

れ
た
。
古
室
諌
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
宮
崎
市
定
「
宋
代
の
士
風
」
(
『
史
撃
雑

誌
』
六
二
二
、
一
九
五
三
年
)
を
始
め
、
多
く
の
研
究
者
が
論
じ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、
異
論
の
絵
地
は
な
い
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
秦
槍
人
脈
に
つ

い
て
は
蓋
諌
人
脈
に
傾
斜
し
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
官
界
全
慨
に
つ
い
て
網
羅

的
な
分
析
が
不
可
快
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
秦
槍
人
脈
に
つ
い
て
見
た
場
合
、

寺
地
選
「
秦
槍
専
制
髄
制
の
構
成
」
(
『
南
宋
初
期
政
治
史
研
究
」
渓
水
祉
、

一
九
八
八
年
)
に
お
け
る
「
宰
執
(
大
臣
)
層
」
、
「
侍
従
(
賓
務
官
僚
)

層
」
、
「
秦
槍
の
枇
合
的
・
政
治
的
立
場
と
皇
帝
周
透
層
の
把
握
」
、
「
秦
檎
親

縁
者
に
よ
る
江
南
支
配
の
役
割
」
の
分
析
を
最
も
優
れ
た
成
果
の
一
つ
と
し

て
あ
げ
て
お
き
た
い
。

第
三
に
政
治
空
間
、
い
わ
ゆ
る
政
治
の
場
に
つ
い
て

H
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
。
評
者
自
身
が
秦
槍
人
脈
を
検
討
す
る
際
に
は
、
次
の
日
中
『
宋
中
興

大
事
記
」
の
今
節
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

人
君
起
居
動
息
の
地
は
内
朝
と
日
ぃ
、
外
朝
と
日
ぃ
、
経
廷
と
円
う

三
者
の
み
。
(
秦
)
檎
肢
に
内
侍
及
び
墜
師
王
纏
先
と
結
び
、
上
の
微

旨
を
内
朝
に
閥
、
っ
。
執
政
・
侍
従
・
吉
室
諌
、
皆
私
人
を
用
、
つ
れ
ば
、
則

ち
又
以
て
外
朝
に
掬
縫
す
る
有
り
。
濁
り
経
笈
の
地
の
み
、
乃
ち
人
主

親
か
ら
儒
生
を
近
づ
け
る
の
時
な
る
に
、
槍
又
そ
れ
そ
の
聞
に
浸
潤
す

る
所
あ
る
を
慮
る
。
日
疋
に
於
い
て
言
路
に
除
せ
し
者
、
必
ず
経
鐙
に
輿

か
ら
し
め
以
て
人
主
の
動
息
・
議
官
の
進
説
を
察
せ
し
む
。
甚
だ
し
き

は
、
そ
の
子
熔
を
以
て
侍
譲
を
晶
兼
ね
し
め
、
一
以
て
そ
の
私
を
行
う
の

み。

こ
こ
に
は
秦
槍
が
中
央
政
界
に
お
い
て
、
内
朝
、
外
朝
、
経
径
の
三
つ
の
政

治
空
間
を
如
何
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
か
が
的
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
告
回

然
な
が
ら
、
秦
檎
人
脈
は
こ
の
三
つ
の
政
治
空
間
に
し
た
が
っ
て
正
し
く
分

析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
政
治
空
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
論
「
宋
代
の

日
記
史
料
か
ら
見
た
政
治
構
造
」
(
『
宋
代
枇
舎
の
空
間
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
』
汲
古
書
院
、
二
O
O
六
年
)
の
中
で
も
詳
し
く
論
じ
た
。
ま
た
、
経

建
の
空
間
に
つ
い
て
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ム
ル

l

「
宋
代
宮
廷
の
風
長

|
|
歴
史
著
作
と
政
治
空
間
の
創
出
(
一
O
一
一
一
一
一
O
四
O
)
|
|
」

(
『
束
方
準
』
一
一
一
一
一
、
二
O
O
七
年
)
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
人

脈
の
分
析
と
政
治
空
間
の
分
析
は
不
可
分
の
閥
係
に
あ
り
、
雨
者
を
接
績
す

る
分
析
が
望
ま
れ
る
。
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上
記
の
問
題
に
附
随
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
第
五
章
に
お
い
て

論
じ
て
い
る
韓
佐
由
円
の
政
治
人
脈
の
問
題
に
鰯
れ
て
お
く
。
本
文
中
に
お
い

て
韓
侭
胃
が
知
閤
門
事
、
植
骨
折
都
承
旨
を
歴
任
し
た
こ
と
が
権
力
掌
握
と
つ

な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
問
題
に
は
深
く

立
ち
至
っ
て
い
な
い
。
近
年
、
知
閤
門
事
、
閤
門
会
白
人
、
枢
密
都
承
旨
と
い

っ
た
い
わ
ゆ
る
内
刺
と
外
朝
を
結
ぶ
武
臣
が
南
宋
前
中
十
期
大
き
な
力
を
持
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
安
倍
直
之
「
南
宋
孝
宗
朝
の
皇
帝
側
近
官
」
(
『
集
刊

東
洋
州
子
』
八
八
強
、
二

O
O
二
年
)
、
藤
本
猛
「
武
臣
の
清
要
|
|
南
宋
孝

宗
朝
の
政
治
状
況
と
閤
門
舎
人
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
六
三
一
、
二

O
O
四

年
)
な
ど
の
論
文
の
成
果
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
今

後
は
、
文
官
(
文
臣
)
研
究
に
と
か
く
傾
き
が
ち
な
宋
代
政
治
史
研
究
川
、

武
官
(
武
臣
)
な
ら
び
に
内
朝
の
空
間
に
日
を
向
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
の
些
末
な
取
瑳
と
し
て
、
奮
字
健
と
嘗
用
漢
字
が
入
り
交
じ

っ
て
い
る
こ
と
(
例
え
ば
「
旧
法
党
」
と
「
奮
法
薫
」
)
、
用
語
・
概
念
の
不

統
一
(
例
え
ば
(
明
白
(
で
は
「
中
園
近
世
以
降
の
濁
裁
君
主
健
制
」
、
十
頁
で

は
「
絶
封
君
主
制
」
)
、
な
ら
び
に
「
安
部
建
夫
」
(
一
一
一
六
九
頁
)
、
「
北
宗
」

(
四
四
四
頁
)
な
ど
の
誤
字
を
指
摘
し
て
お
く
。

V 

309 

最
後
に
私
見
に
基
づ
き
、
今
後
の
宋
代
の
政
治
・
制
度
史
研
究
を
進
め
る

上
で
の
三
つ
の
新
し
い
方
向
性
を
提
示
し
て
お
く
。
た
だ
、
政
治
・
制
度
史

研
究
の
研
究
封
象
は
康
範
園
で
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
そ

の
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

第
一
が
政
治
シ
ス
テ
ム
を
分
析
の
視
野
に
入
れ
た
、
制
度
史
的
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
一
世
紀
の
現
段
階
に
お
い
て
も
荒
木
敏
一
『
宋
代

科
奉
制
度
研
究
」
、
梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
は
こ
の
分
野
の
最
良

の
成
呆
と
見
な
し
う
る
が
、
雨
者
と
も
唐
宋
同
浅
草
と
い
う
観
黙
か
ら
分
析
を

進
め
て
い
る
た
め
、
北
宋
の
制
度
史
分
析
は
詳
細
で
あ
る
が
、
南
宋
に
つ
い

て
は
不
十
分
な
部
分
が
残
る
。
政
治
シ
ス
テ
ム
と
い
う
観
蛤
か
ら
研
究
史
を

見
た
場
合
、
明
代
史
の
檀
上
寛
『
明
朝
専
制
支
配
の
史
的
構
造
』
(
汲
士
門
書

院
、
一
九
九
五
年
)
な
ら
び
に
『
、
水
幾
帝
|
|
中
華
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
へ

の
夢
』
(
講
談
壮
、
会
九
九
七
年
)
、
新
宮
撃
『
北
京
選
都
の
研
究
|
|
近
世

中
岡
の
首
都
移
韓
」
(
汲
古
書
院
、
二

O
O
四
年
)
が
明
初
の
政
治
シ
ス
テ

ム
の
総
長
化
を
考
え
る
上
で
最
良
の
研
究
室
日
と
評
債
し
う
る
。
我
々
は
雨
量
目
を

通
じ
て
南
京
か
ら
北
京
へ
の
遷
都
が
所
謂
大
き
な
玄
味
で
の
「
南
京
シ
ス
テ

ム
」
か
ら
「
北
京
シ
ス
テ
ム
」
へ
の
轄
換
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
し
う
る
。

同
様
に
北
宋
の
「
西
北
蓬
(
軍
)
|
中
原
の
都
(
政
治
)
|
長
江
下
流
(
財

源
)
」
を
連
結
す
る
贋
大
な
岡
家
物
流
シ
ス
テ
ム
を
基
軸
と
し
た
「
開
封
シ

ス
テ
ム
」
と
、
北
中
闘
を
奪
わ
れ
た
結
果
、
江
南
の
地
方
政
権
、
別
の
表
現

を
す
れ
ば
狭
い
領
域
で
の
軍
事
、
政
治
、
経
済
の
緊
密
な
連
関
か
ら
成
り
立

つ
南
宋
の
「
杭
州
シ
ス
テ
ム
」
と
は
同
会
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り

わ
け
南
宋
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
総
領
所
・
都
督
府
・

宣
撫
司
・
市
舶
司
な
ど
を
鍵
と
す
る
軍
事
、
財
政
の
シ
ス
テ
ム
の
研
究
、
あ

る
い
は
南
宋
に
お
い
て
は
北
宋
以
上
、
路
官
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
中
央
と
地
方
と
を
結
ぶ
文
書
、
情
報
惇
達
、
効
策
決
定
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
研
究
の
蓄
積
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

第
二
に
政
治
事
件
史
の
分
析
方
法
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
は
と
り
わ
け
政
治
集
圏
分
析
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
問

題
に
関
わ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
的
分
析
に
つ
い
て
は
町
章
で
鰯
れ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
別
途
、
守
地
選
「
宋
代
政
治
史
研
究
方
法
試
論
」
(
『
宋
元
時
代
史
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の
基
本
問
題
』
汲
占
書
院
、
一
九
九
六
年
)
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
。

要
す
る
に
方
法
と
し
て
の
政
治
過
程
論
に
立
つ
政
治
権
力
健
研
究
は

宋
代
地
域
枇
合
史
研
究
と
連
接
す
る
結
節
環
を
も
っ
て
い
る
。
従
来
こ

の
黙
に
注
目
し
た
研
究
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
後
は
権
力

中
心
の
運
動
と
地
域
動
向
と
を
雨
脱
み
に
し
た
総
合
的
研
究
が
展
開
さ

れ
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た
い
。
そ
し
て
こ
れ
ま
た
唐
宋
婆
革
論
を

政
治
史
と
地
域
史
に
お
い
て
具
髄
化
し
賓
質
化
す
る
意
義
を
も
っ
と
考

え
る
(
八
五
頁
)
。

寺
地
氏
は
政
治
運
動
を
動
態
的
な
観
黙
か
ら
分
析
す
る
政
治
過
程
論
(
氏

の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
・
首
都
リ
権
力
中
心
と
百
官
・
地
域
日
末
端

を
一
貫
さ
せ
、
連
績
す
る
ル

I
ト
を
設
定
す
る
)
の
方
法
論
を
強
く
主
張
す

る
。
制
度
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
か
く
静
態
的
な
研
究
に
傾
き
が
ち
で
あ
る

の
に
針
し
、
政
治
事
件
史
研
究
は
政
治
集
圏
を
核
と
し
た
動
態
的
分
析
が
中

心
と
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
動
態
的
研
究
を
有
殺
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、

如
何
に
政
治
集
園
を
捉
え
る
か
と
い
う
方
法
論
の
構
築
が
必
要
と
な
る
。

第
三
は
政
治
の
枇
曾
史
、
政
治
の
文
化
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
衣
川

氏
の
関
心
は
『
宋
代
官
僚
利
合
同
史
研
究
』
と
の
襟
題
を
設
定
し
た
よ
う
に
、

枇
舎
史
研
究
へ
の
指
向
性
ゃ
、
ま
た
第
三
章
、
第
五
章
を
見
る
限
り
、
宋
代

に
お
い
て
は
皐
問
と
政
治
と
は
密
接
な
連
闘
関
係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
、

雨
者
を
繋
ぐ
政
治
文
化
史
へ
の
方
向
の
模
索
が
見
ら
れ
る
。
近
年
出
さ
れ
た

同
乙

P
F
4司
2
三
。
「
ア
メ
リ
カ
の
宋
代
史
研
究
に
お
け
る
近
年
の
動
向

|
|
地
方
宗
教
と
政
治
文
化
|
|
」
(
『
大
阪
市
立
大
挙
東
洋
史
論
叢
』
一
王
、

二
O
O
六
年
)
は
、
ア
メ
リ
カ
の
皐
界
に
お
い
て
、
一
時
期
停
滞
し
て
い
た

政
治
史
研
究
が
一
九
九

O
年
以
降
再
ぴ
活
後
化
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て

い
る
。
そ
の
方
向
は
ま
さ
に
政
治
の
枇
曾
史
、
政
治
の
文
化
史
(
思
想
史
)

的
研
究
で
あ
る
。
目
正
巾
氏
の
問
題
意
識
と
は
必
ず
し
も
重
な
ら
な
い
が
、

最
近
中
国
よ
り
郡
小
南
「
租
宗
之
法
一
北
宋
時
期
政
治
連
略
」
(
三
聯
書
庖
、

二
O
O
六
年
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
「
組
宗
の
法
」
に
つ
い

て
言
及
し
た
論
文
は
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
書
物
に
お
い
て
は
、
他
の
時
代
と

比
べ
て
比
較
的
自
由
な
士
大
夫
の
言
論
活
動
が
「
租
宗
の
法
」
を
根
擦
と
し

て
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
宋
代
に
お
い
て
は
こ
の
「
岨
宗
の
法
」
が
他
の
時

代
以
上
に
政
治
を
動
か
す
原
理
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
惇
統
中
園
の
政
治
を
動
か
す
根
底
の
原
理
は
、
恐
ら
く
こ
う
し
た
政
治

文
化
史
、
政
治
枇
舎
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
と

思
わ
れ
る
。

以
上
、
雑
駁
な
書
評
を
試
み
た
。
「
あ
と
が
き
」
で
、
衣
川
氏
は
恩
師
と

し
て
宮
崎
市
定
、
佐
伯
富
岡
氏
に
加
え
て
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
串
の
劉
子
健
氏

の
名
を
翠
げ
て
い
る
。
恐
ら
く
衣
川
氏
は
ア
メ
リ
カ
の
研
究
動
向
に
影
響
を

受
け
な
が
ら
、
制
度
史
的
な
官
僚
研
究
の
枠
内
に
宵
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
一
肌

合
同
史
的
な
研
究
方
向
を
模
索
さ
れ
た
の
で
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
二
一
世

紀
の
宋
代
史
研
究
は
、
衣
川
氏
が
先
駆
者
と
し
て
我
々
後
撃
を
先
導
さ
れ
た

よ
う
に
、
よ
り
麿
い
楓
野
に
立
っ
た
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
思
わ

れ
る
。

150 

+宇田-(
l
)

例
え
ば
第
六
章
所
載
の
「
宋
代
の
俸
給
に
つ
い
て
」
は
『
宋
代
文

ハ
呂
俸
給
制
度
』
(
鄭
探
生
語
、
基
湾
商
務
院
書
館
、
一
九
七
七
年
)

と
し
て
翻
諒
さ
れ
、
以
後
海
外
の
研
究
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い

る。

(
2
)

後
に
こ
の
論
文
を
も
と
に
『
中
園
歴
史
人
物
選
』
第
七
巻
『
朱
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烹
』
(
白
帝
枇
、
一
九
九
四
年
)
が
刊
行
さ
れ
る
。

(
3
)

た
と
え
ば
、
宋
代
の
膏
吏
研
究
は
史
料
的
な
制
約
が
あ
り
、
そ
の

解
明
が
き
わ
め
て
難
し
い
。
忍
円
吏
の
賓
態
を
よ
く
捉
え
た
先
駈
的
な

研
究
と
し
て
宵
崎
市
定
「
王
安
石
の
吏
士
合
一
策
」
(
『
桑
原
博
士
還

暦
記
念
東
洋
史
論
叢
門
会
九
三

O
年
)
、
「
膏
吏
の
陪
備
を
中
心
と

し
て
」
(
『
史
林
』
三

O

一
、
一
九
四
五
年
)
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
李
素
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
を
中
心
に
文
集
、
随
筆
、
小
説

史
料
を
博
捜
し
た
成
果
で
あ
る
。

(
4
)
合
漠
昇
「
宋
代
官
吏
之
私
管
商
業
」
(
『
中
央
研
究
院
照
史
証
哩
一
一
二
口
研

究
所
集
刊
』
七
・
二
、
一
九
三
六
年
)
、
青
木
正
見
「
中
華
文
人
の

生
活
」
(
『
季
刊
文
義
的
宣
一
九
四
七
年
三
月
)
、
周
藤
吉
之
「
宋
代

官
僚
制
と
大
土
地
所
有
」
(
『
枇
舎
構
成
史
桂
系
』
第
八
回
、
日
本
評

論
祉
、
一
九
五

O
年
)
、
佐
伯
富
「
上
大
夫
と
潤
筆
」
(
『
内
田
吟
風

博
士
領
書
記
念
東
洋
史
論
集
』
、
同
朋
舎
、
一
九
七
八
年
)
な
ど
参
一

刀口
N
O

(
5
)

衣
川
氏
以
外
の
官
僚
、
士
大
夫
の
生
活
史
の
成
果
と
し
て
は
、
例

え
ば
青
木
正
児
『
琴
葉
書
書
』
(
春
秋
利
、
一
九
五
八
年
)
、
荒
井
健

『
中
華
文
人
の
生
活
』
(
平
凡
壮
、
一
九
九
四
年
)
な
ど
の
文
人
と

し
て
の
側
面
を
描
い
た
研
究
ゃ
、
食
物
史
・
飲
食
史
に
関
す
る
篠
田

統
『
中
岡
食
物
史
の
研
究
』
(
八
坂
書
房
、
一
九
七
八
年
)
、
中
村
喬

『
宋
代
の
料
理
と
食
品
』
(
中
園
義
文
研
究
舎
、
二

0
0
0年
)
な

ど
を
は
じ
め
数
多
く
の
研
究
成
果
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
衣
川
氏
が

行
っ
た
生
活
水
準
、
消
費
水
準
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
斯
波

義
信
「
宋
代
の
消
費
・
生
活
水
準
試
探
」
(
『
中
園
史
皐
」
一
、
一
九

九
二
年
)
が
あ
る
。

(
6
)

遁
挙
が
宋
代
の
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
か

に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
着
目
し
て
き
た
。
一
例
と
し
て
、
劉

了
健
二
日
B
o
p
斗
(
リ
ド

E
)
(
U
Eさ
吋
ど

2
s
h
i
p
g号
、
宮
ミ
守
RNhaN

H
Uえ
NHNミ
目
。
ざ
w
N
h
a
s
s内
同
ミ

a

守

同

JH色、
q
s
の
き
さ
ヨ
岡
山
岡
〈
R
L

d
E
2
3
丘、

po出
回
ゆ

E
g
を
あ
げ
て
お
く
。

(
7
)

た
だ
、
今
日
の
研
究
水
準
か
ら
す
れ
ば
、
明
清
代
の
編
纂
物
で
あ

り
、
思
想
的
偏
向
性
を
有
す
る
黄
宗
義
『
宋
元
皐
案
』
、
王
梓
材
・

鴻
雲
濠
『
宋
元
皐
案
補
選
」
を
政
治
集
圏
分
析
に
そ
の
ま
ま
利
用
す

る
の
は
避
け
る
必
要
が
あ
る
。

(
8
)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
竺
沙
雅
章
「
宋
代
官
僚
の
寄
居
に
つ
い

て
」
(
「
東
洋
史
研
究
』
回
会
今
、
一
九
八
二
年
)
、
川
上
恭
司

「
科
奉
と
宋
代
枇
舎
ー
ー
そ
の
下
第
士
人
問
題
」
(
『
待
粂
山
論
叢
』

一
一
一
(
史
的
学
)
、
一
九
八
七
年
)
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

(
9
)

清
水
茂
「
北
宋
名
人
の
姻
戚
関
係
|
|
曇
殊
と
欧
陽
備
を
め
ぐ
る

人
々
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二

O

三
、
一
九
六
一
年
)
、
青
山
定
雄

「
宋
代
に
お
け
る
華
北
官
僚
の
系
譜
に
つ
い
て
」
(
『
聖
心
女
子
大
出
晶
子

論
叢
』
一
一
一
、
一
九
六
三
年
)
、
「
宋
代
に
お
け
る
華
北
官
僚
の
系
譜

に
つ
い
て
二
」
(
『
聖
心
女
子
大
墜
論
叢
』
二
五
、
一
九
六
七

年
)
、
「
宋
代
に
お
け
る
華
北
官
僚
の
系
譜
に
つ
い
て
三
」
(
『
中

央
大
皐
文
皐
部
紀
要
』
四
五
、
会
九
六
七
年
)
、
「
宋
代
に
お
け
る
華

北
官
僚
の
婚
姻
関
係
」
(
『
中
火
大
皐
八
十
周
年
記
念
論
文
集
・
文

風
下
』
、
一
九
六
五
年
)
、
伊
原
弘
「
宋
代
明
州
に
お
け
る
官
戸
の
婚
姻

閥
係
」
(
『
中
央
大
事
大
島
ナ
院
研
究
年
報
」
創
刊
焼
、
一
九
七
二
年
)
、

「
宋
代
婆
州
に
お
け
る
官
戸
の
婚
姻
閣
係
」
(
『
中
央
大
事
大
向
学
院
論

究
』
六
|
一
、
文
学
研
究
科
、
一
九
七
四
年
)
な
ど
参
照
。
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(日
)
H
N
o
r
o立
回
日
立
君
。
戸
工
ロ

0
5
0
m
H回目
u
r
p
H
)
o
-
H
H
Hロ
包
山
口
〔
日

ω
0
2同
-

斗

Z
ロ出『
0
5
5
t
cロ
0日
(
U
F
E
P叶
印
(
)
目
印
印
(
〕
コ
同
品
、
さ
む
ミ
~
。
ロ
ミ
ミ
。
¥

入山
hNhNHN円
hHNh人
宮
崎

V

仏

NW
戸市山町山

N
W
河
口
寸
2
片
岡
ヨ
ロ
o
p
匂

S
H
2道
S
H
Qおに

C
S
H守
2
3
寸
評
、
同
町
号

A
¥
~っNhl円b
s
u
h
b
H
S
h
l
b
h♂

s
h『
。
、
思
考
お
き
に

切。
NhHbqshNhwNha(U山
田
『
ロ
L
m
o
(
U回
目
『
ロ
(
日
開
。

d
Eぐ
OH出
H
q
M
)円。
ω
出

戸市山∞。
J

切
。
〈
日
々
し
「
出
白
出
切

-
R
u
h
)。
H
e
q」£
N
N
Nえ
ミ
吉
宮
内
3
与札
P

E

E

S

E

F

ユミ
s
h
E
h
g
s
Q
へ担。
H
N
S
P
B
r
E
m
p

z〉
一
回
日
Z
H
L
d
巳
2

5
々
岡
)
見
出
ω
リ
忌
匂
∞
参
照
。

(
日
)
た
だ
、
衣
川
氏
自
身
は
円
本
の
宋
代
史
研
究
者
の
婚
姻
研
究
の
諸

説
(
「
女
系
に
よ
る
家
勢
の
維
持
」
を
強
調
し
た
清
水
茂
説
、
出
身

地
や
本
籍
地
を
基
盤
と
す
る
「
地
域
性
」
に
着
目
し
た
青
山
定
雄

説
)
に
封
し
て
は
批
判
的
な
見
解
を
有
し
て
お
り
、
「
清
水
説
や
青

山
説
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
要
素
も
重
要
で
あ
る
が
、
家
勢
の
よ

う
な
も
の
に
も
注
意
を
梯
う
必
要
が
あ
る
し
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お

さ
ず
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
家
族
の
住
ん
で
い
る
世
界
の
環
境
に

か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
家
同
士
の
釣
り
合
い
の
よ
う
な
も
の

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
高
級
官
僚
は
高
級
官
僚
同
士
で
一
つ

の
世
界
を
持
っ
て
お
り
、
附
学
者
は
向
学
者
同
士
で
彼
ら
の
交
際
範
園
を

形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
(
一

O
一
百
ハ
)
と
述
べ
て
い
る
。

(
ロ
)
本
書
が
向
学
者
官
僚
集
園
に
言
及
す
る
場
合
、
二
程
子
か
ら
朱
喜
…
へ

の
流
れ
を
基
軸
と
す
る
宋
皐
も
し
く
は
道
皐
と
の
関
わ
り
か
ら
述
べ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
北
宋
時
代
に
お
い
て
も
こ
の
流
れ

と
一
線
を
董
す
王
安
石
や
蘇
献
の
撃
が
あ
り
、
南
宋
に
お
い
て
は
朱

喜
…
と
針
立
す
る
陸
九
淵
、
円
組
謙
、
陳
亮
・
葉
遁
ら
の
事
功
の
学
な

ど
が
あ
り
、
た
と
え
衣
川
氏
の
方
法
が
有
放
で
あ
っ
て
も
皐
問
と
政

治
と
の
関
係
は
多
面
的
観
黙
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

(
日
)
こ
の
他
、
徳
永
洋
介
「
宋
代
の
御
筆
手
詔
」
(
『
束
洋
史
研
究
」

五
七
三
、
一
九
九
八
年
)
の
な
か
で
御
筆
・
子
詔
の
作
成
が
宣
官

で
は
な
く
内
省
夫
人
と
稽
さ
れ
る
女
官
の
千
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ

と
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
今
後
は
内
朝
の
政
治
空
間
の
分
析
が
重
要

と
な
っ
て
く
る
。

(
比
)
紹
封
君
主
制
と
い
う
用
語
は
、
内
藤
湖
南
、
宵
崎
市
定
雨
氏
の
宋

代
以
降
を
「
君
主
濁
裁
政
治
」
の
時
代
と
す
る
考
え
に
基
づ
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
絶
到
王
政
」
を
意

識
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

(
日
)
例
え
ば
、
科
奉
の
問
題
に
つ
い
て
は

7
rロ
の

E
F
?

叫

JF

同

J
b
2
d
z
c
a
H
a
。L
「
ト
ミ
2
5
h
H
a
h
N
K
W
N
h
(リ
bNWNRN・
ヘ
山
旬
。
円
H-む
~~NNh芯
ミ
。
L

「

同
誌
さ
き
き
ま
・
。
日
E
rロ(円四巾

5
5
3
ξ
p
m印

印
u

呂
∞
印
の
成
果

が
あ
る
。
こ
の
書
は
科
翠
の
枇
合
同
史
と
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ

る
が
、
同
時
に
荒
木
氏
が
充
分
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
南
宋
科
奉
の
複

雑
な
仕
組
み
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

(
日
)
評
者
自
身
、
こ
の
分
野
の
不
十
分
さ
を
認
識
し
、
研
究
成
果
を
重

ね
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
「
宋
代
政
治
構
造
試
論
|
|
針
と
議
を
手

掛
り
と
し
て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
五
二
四
、
一
九
九
四
年
)
、

「
宋
代
政
治
史
料
解
析
法
|
|
「
時
政
記
」
と
「
日
記
」
を
手
掛
か

り
と
し
て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
九
|
四
、
二

O
O
一
年
)
な

ど
の
論
文
は
そ
の
ム
例
で
あ
る
。

(
口
)
政
治
過
程
論
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
政
治
の
持
基
裏
を
讃

む
|
|
宋
代
政
治
史
研
究
序
説
|
|
」
(
『
知
識
人
の
諸
相
|
|
中
園

宋
代
を
起
黙
と
し
て
』
勉
誠
出
版
、
二

O
O
一
年
)
で
詳
し
く
論
じ

152 



「

t
いフ匂。

(
国
)
た
だ
集
圏
分
析
に
も
幾
つ
か
の
方
向
が
あ
る
。
例
え
ば
本
文
中
で

論
じ
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
的
分
析
の
他
、
土
寸
地
運
氏
が
強
調
さ
れ
た

政
治
過
程
論
に
基
づ
い
た
集
圏
分
析
の
代
表
的
成
果
と
し
て

A
・

F
-
ベ
ン
ト
リ
l
の
「
統
治
過
程
論
|
|
枇
合
医
力
の
研
究
』
(
初

出
一
九

O
八
年
、
後
に
一
九
九
四
年
法
律
文
化
枇
よ
り
翻
諮
問
版
)

が
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
限
り
、
政
治
過
程
に
現
れ
る
多
様
な
勢

力
は
、
す
べ
て
集
閑
と
し
て
同
一
平
面
に
併
置
さ
れ
、
分
析
の
針
象

と
な
る
。
一
方
、
従
来
の
宋
代
史
の
政
治
集
国
分
析
は
、

c
-
w
-

ミ
ル
ズ
の
『
パ
ワ

1
・
エ
リ
ー
ト
』
(
初
出
一
九
五
六
年
、
後
に
一

九
五
八
年
束
京
大
皐
出
版
合
同
よ
り
翻
諜
出
版
)
論
(
ア
メ
リ
カ
で
は
、

313 

政
治
・
経
済
・
軍
事
の
各
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
に
お
い
て
頂
貼
を
し
め
る

人
々
に
よ
っ
て
権
力
が
掌
握
さ
れ
、
彼
ら
は
相
互
に
密
接
な
閥
連
を

有
す
る
)
を
想
起
さ
せ
る
、
三
位
一
韓
的
な
士
大
夫
像
(
文
化
的
に

は
語
、
書
人
、
政
治
的
に
は
官
僚
、
経
済
的
に
は
地
主
・
資
本
家
)
を

碁
軸
に
、
士
大
夫
官
僚
に
限
定
す
る
形
で
政
治
集
圏
分
析
が
行
わ
れ

て
き
て
い
る
。
同
学
者
集
固
と
政
治
集
固
に
よ
っ
て
政
治
史
を
解
き
明

か
そ
う
と
し
衣
川
氏
の
手
法
も
一
種
の
パ
ワ
l
エ
リ
ー
ト
的
分
析
と

な
っ
て
い
る
。

二
O
O六
年
一

O
月

東

京

汲

古

書

院

A
五

判

四

七

O
頁

一

0
0
0園
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